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進む対策

名札変更

SNSへの投稿予防
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進む対策

通話の録音
言った・言わないの予防

一定の抑止効果もあり
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住民への啓発

ポスター作成
禁止行為の明示など

住民の啓発
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注目されるようになったきっかけは
• 厚生労働省「職場のパワーハラスメント防止対策についての検
討会報告書」（2018年3月30日）内に「顧客や取引先からの著
しい迷惑行為」への言及

• 「改正労働施策総合推進法（労働施策の総合的な推進並びに労
働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律）」
（2019年6月5日）：パワハラ防止法

• UAゼンセン（全国繊維化学食品流通サービス一般労働組合同
盟）や自治労（全日本自治団体労働組合）といった労働組合が
アンケート調査を実施、実態が明らかに

＋コロナ禍という特殊状況下
9



労働施策総合推進法の改正

厚生労働省の審議会・研究会等における議論
• 雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会

• 2024年2月29日～8月1日まで計11回、8月8日に報告書
• 労働政策審議会 雇用環境・均等分科会

• 2024年12月26日までに女性活躍推進及びハラスメント対策について言及
• 2025年1月24日に労働施策総合推進法の改正に関する法律案要綱の諮問

• 2025年3月11日閣議決定・6月4日成立・11日公布 2026年10月1日施行

• カスハラの3要素
1. 職場において行われる、顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主

の行う事業に関係を有する者の言動であって、
2. その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許

容される範囲を超えたものにより、
3. 当該労働者の就業環境を害すること

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律
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カスハラに関する条文
（職場における顧客等の言動に起因する問題に関して事業主が講ずべき措置等）

• 第三十三条 事業主は、職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用
者その他の当該事業主の七頁八頁行う事業に関係を有する者（次条第五項におい
て「顧客等」という。）の言動であつて、その雇用する労働者が従事する業務の
性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたもの（以下この
項及び次条第一項において「顧客等言動」という。）により当該労働者の就業環
境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するた
めに必要な体制の整備、労働者の就業環境を害する当該顧客等言動への対応の実
効性を確保するために必要なその抑止のための措置その他の雇用管理上必要な措
置を講じなければならない。

• ２ 事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への
対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇そ
の他不利益な取扱いをしてはならない。

• ３ 事業主は、他の事業主から当該他の事業主が講ずる第一項の措置の実施に関
し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めなければならない。

• ４ 厚生労働大臣は、前三項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、
その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針（次項において「指針」とい
う。）を定めるものとする。

• ５ 第三十一条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用す
る。 11



職場における顧客等の言動に起因する問題に関する国、事業主、労働者及び顧客等の責務

• 第三十四条 国は、労働者の就業環境を害する顧客等言動を行つてはなら
ないことその他当該顧客等言動に起因する問題（以下この条において「顧
客等言動問題」という。）に対する事業主その他国民一般の関心と理解を
深めるため、各事業分野の特性を踏まえつつ、広報活動、啓発活動その他
の措置を講ずるように努めなければならない。

• ２ 事業主は、顧客等言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解
を深めるとともに、当該労働者が他の事業主が雇用する労働者に対する言
動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、
国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。

• ３ 事業主（その者が法人である場合にあつては、その役員）は、自らも、
顧客等言動問題に対する関心と理解を深め、他の事業主が雇用する労働者
に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。

• ４ 労働者は、顧客等言動問題に対する関心と理解を深め、他の事業主が
雇用する労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ず
る前条第一項の措置に協力するように努めなければならな九頁一〇頁い。

• ５ 顧客等は、顧客等言動問題に対する関心と理解を深めるとともに、労
働者に対する言動が当該労働者の就業環境を害することのないよう、必要
な注意を払うように努めなければならない。 12



方向性は

「クレーマーのみなさん、悪質クレームしてはだめですよ」

ではなく

「事業主のみなさん、カスハラ対策しなさい」
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自治体レベルでは…
• 総務省行女第1号「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因す
る問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」の制定等について
（2020年1月17日）

• これらの告示(厚労省 パワハラ指針)につきましては、事業主たる地方公共団体の各任命権者に
も適用されることとなりますので、貴職におかれましては、それぞれの内容を踏まえ、特に下
記事項に留意の上、パワーハラスメントをはじめとする各種ハラスメントを防止するために雇
用管理上講ずべき措置等について、その実施に遺漏のないようお願いします。

• 人事院規則10-16(パワーハラスメントの防止等)の運用通知（2020年4月）
• 各省庁の長の責務として「職員が担当する行政サービスの利用者等からの言動で、(中略)当該言
動を受ける職員の属する省庁の業務の範囲や程度を明らかに超える要求をするものに関する苦
情相談があった場合に、組織として対応し、迅速かつ適切に職員の救済をはかること」

• 総務省行女第17号「パワーハラスメントをはじめとする各種ハラスメントの防止に
向けた対応について」（2020年4月21日）

• 人事院通知「第4条関係」の1の五においては、各省各庁の長の責務に含まれるものとして、職
員が担当する行政サービスの利用者等からの言動で、その対応を打ち切りづらい中で行われる
ものであって、当該言動を受ける職員の属する省庁の業務の範囲や程度を明らかに超える要求
をするものに関する苦情相談があった場合に、組織として対応し、その内容に応じて、迅速か
つ適切に職員の救済を図ることが示されていることを踏まえ、地方公共団体においても、同様
の対応を行っていただきたいこと。 14



自治体レベルでは…条例制定の状況

自治体行政のための条例等

(主に)民間のための条例
東京都（産業労働局雇用環境課）
北海道（労働政策局雇用労政課）
桑名市（商工課） ほか
で導入済み

その他多くの自治体で検討中
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https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2209/16/news144.html




カスハラ時代

「カスハラ」が問題になった時代、というより

• これまで水面下にあった問題が「カスハラ」という言葉によっ
て注目されるようになった時代

• 「カスハラ」という言葉によって指示される現象が問題だと言
われる時代
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「妥当性」の一般性なし

• 「カスハラかどうか」の判断は難しい
• 広く客観的に「これをしたらアウト」という基準はつくれない
• もちろん、「就業環境が害される」も幅が広い

 業種や業態、企業文化などの違いから、判断基準は企業ごと
に違いが出てくる可能性があることから、各社であらかじめ
カスタマーハラスメントの判断基準を明確にした上で、企業
内の考え方、対応方針を統一して現場と共有しておくことが
重要と考えられる。
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カスハラの例示

注意

•「例示されているもの＝カ
スハラ」ではない

•「例示されていないもの≠
カスハラ」でもない

https://www.jichiro.gr.jp/doc/pawahara/202
3-cushara-manual.pdf
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カスハラの例示
①身体的な攻撃 ⑥揚げ足取り・言

いがかり
⑪非協力 ⑯コロナ禍に関連

するもの
②精神的な攻撃 ⑦正当な理由のな

い過度な要求
⑫話し相手 ⑰撮影

③暴言 ⑧権威型 ⑬謝罪の要求 ⑱投稿

④脅迫 ⑨拘束 ⑭上司の要求 ⑲暴走、絶叫

⑤セクハラ ⑩繰り返し ⑮人事への口出し ⑳喧嘩

㉑プレゼント
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自治労アンケート 多様性
【行為の多様性】
・暴力
ナイフの持参と見せつけ、かべや椅子・机などを蹴る、つば吐き
・暴言
税金泥棒、「日本人ではないのか」など

・迷惑行為
飲食店への注文を装った電話、卑猥な内容の電話、酒に酔った状態

【手段・場所の多様性】
・早朝に自宅へ来訪
・議員を通じた圧力
・訴訟をちらつかせる
・写真や動画の撮影および動画共有サイトへのアップロード
・電話の録音
【担当業務外のもの】
・自分の担当ではなく自治体全体に対するクレーム
・自治体の業務ではないものに対するクレーム
・「前の担当者のやり方と違う」など
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部署によるちがい
暴
力
行
為

弁
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品
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大
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・
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座
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や
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長
時
間
の
ク
レ
ー
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や
居
座
り

複
数
回
に
及
ぶ

ク
レ
ー
ム

担
当
者
の
交
替
や

上
司
と
の
面
談
の
要
求

勤
務
先
へ
の

投
書
や
苦
情

ス
ト
ー
カ
ー
行
為

S
N
S
や
ネ
ッ
ト

上
で
の
誹
謗
中
傷

職
員
や
職
場
の

写
真
の
公
開

セ
ク
ハ
ラ
行
為

そ
の
他

総計 14.3 12.5 52.8 63.7 59.8 58.7 55.7 47.2 6.7 9.3 4.7 9.7 1.3
住民票・税金・国民年金・国保 13.0 12.5 71.7 81.0 76.8 70.4 77.2 55.8 6.5 7.4 3.4 8.4 1.2
生活保護 45.0 35.7 87.1 89.9 90.3 88.6 89.9 76.3 17.3 23.9 8.8 21.7 2.2
福祉行政 10.6 9.7 60.1 73.0 72.2 67.5 64.8 48.4 6.7 6.8 2.5 9.4 1.4
児童相談所 43.2 25.0 78.4 87.5 80.7 85.2 85.2 65.9 8.0 42.0 25.0 10.2 1.1
清掃関係 6.1 9.8 35.1 52.0 46.2 49.2 36.8 47.2 1.7 7.3 4.4 5.6 1.5
給食関係 2.0 2.0 5.4 7.9 5.9 7.4 5.4 7.9 1.0 1.5 1.5 1.0 0.5
病院 36.1 9.5 47.3 57.2 39.1 44.4 40.1 48.1 9.3 10.5 5.4 29.9 1.2
保健所 10.3 8.8 55.7 73.7 69.8 65.0 64.5 44.3 3.7 10.9 3.2 12.5 0.8
保育所・児童館・幼稚園 0.7 1.7 11.6 19.5 14.2 22.6 14.3 20.1 1.5 2.5 2.2 1.0 0.8
図書館等行政管理施設 11.8 6.9 51.3 65.4 61.7 59.7 51.6 57.9 16.4 8.4 2.6 16.1 0.3
公共交通 48.2 34.8 62.8 71.9 64.8 67.7 56.2 71.5 20.9 32.3 23.3 19.4 3.1

出典：自治労（2021）「職場における迷惑行為、悪質クレームに関する調査」報告書、29ぺージを筆者修正
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カスハラのイメージ







受け手職員の認識

正当 不当

上司や
同僚の
認識

正当 〇
解決・改善

×
職員の
孤立

不当 ×
暴走

〇
協力した
対応
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周囲のサポート その2
住
民
対
応
を
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伝
っ

て
く
れ
た
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対
応
を
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伝
っ
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な
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っ
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住
民
対
応
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追
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さ
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た

仕
事
の
姿
勢
等
を
評

価
し
て
も
ら
っ
た

仕
事
の
や
る
気
や
能

力
を
疑
わ
れ
た

サ
ポ
ー
ト
さ
れ
て
い

る
と
思
っ
た

職
場
で
孤
立
す
る
よ

う
に
な
っ
た

そ
の
他

サ
ポ
ー
ト
も
な
い
が

否
定
的
評
価
も
な
い

無
回
答

総計 72.3 7.2 61.7 3.6 13.1 4 40.7 1.3 2 4.4 1.3
住民票・税金・国民年金・国保 75.8 8.1 61.2 2.9 12.7 3.3 42.1 1.2 2.1 4 1
生活保護 77.8 6.2 71.5 3.1 13.6 4.1 49 1.4 1.2 3.8 0.7
福祉行政 74.5 6.3 66.3 2.6 12.3 2.5 41.7 0.7 1.6 3.5 1
児童相談所 72.2 9.3 70.4 0 18.5 3.7 46.3 0 1.9 5.6 0
清掃関係 77.4 7.5 56.5 2.5 16.3 5.9 41.4 1.7 2.1 3.8 1.7
病院 65.1 7.8 49.6 1.2 13.2 5 40.7 1.2 4.3 8.1 1.9
保健所 70.5 7.6 67.6 2.9 11 3.8 41.9 1.4 2.4 3.3 1
保育所・児童館・幼稚園 71.4 4.1 70 3.7 18.4 3.2 47 2.8 1.8 1.4 3.2
図書館等行政管理施設 73.7 8.8 59.6 1.8 8.2 3.5 36.8 1.2 2.3 5.8 1.8
公共交通 61.1 7.5 57.5 12.3 19.1 12.7 34.4 2.4 2.1 5.4 2.1

出典：自治労（2021）
「職場における迷惑行
為、悪質クレームに関
する調査」報告書、53
ぺージを筆者修正
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人事評価との関係
大
い
に
基
準
に
な
っ

て
い
る

あ
る
程
度
基
準
に

な
っ
て
い
る

あ
ま
り
基
準
に
な
っ

て
い
な
い

ま
っ
た
く
基
準
に

な
っ
て
い
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

総計 2.3 10.6 15.4 13.3 57.1 1.2
住民票・税金・国民年金・国保 1.3 9.1 15.6 11.6 6.16 0.8
生活保護 1.7 12.2 14.5 14.7 56.3 0.6
福祉行政 1 9.3 14.2 12.8 61.8 0.8
児童相談所 0 11.7 15.6 5.2 63.6 3.9
清掃関係 2.2 11.5 18.1 15.3 50.4 2.4
病院 1.7 8.9 11.2 12.5 63.9 1.7
保健所 1.3 12 15.5 13 57.6 0.6
保育所・児童館・幼稚園 3.3 12.7 15.4 6.1 58.4 4.2
図書館等行政管理施設 0.4 6.8 15.4 12.9 63.4 1.1
公共交通 12.6 22 15.4 9.3 39.8 0.8

出典：自治労（2021）「職場
における迷惑行為、悪質ク
レームに関する調査」報告書、
57ぺージを筆者修正
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その他職場環境

【上司の対応の不足】
• 上司が明確な指示を出さない
• 話を聞いてくれたがそれで終わりだった
• クレームにつながらないようにしろ、と嫌そうに言われた
• 相談しないでほしいと言われた
【職場からの不当な評価】
• 無能扱いされた
• 無視された
• 時間をかけすぎと言われた
• 協力を頼んだ職員との関係が悪化した
• 迷惑行為・悪質クレームの原因を自分のせいにされた
• 警察に通報したことを非難された
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誰が「悪い」のか
当然「ハラスメントした人間」が悪い

• 「カスハラの基準」はこの発想

対応する職員の力量不足
• 力量不足の職員を配置したのは→組織管理・研修

職場や同僚によるサポート不足・相談体制の不備

そもそもサービスの問題

サービスの背景にある制度の問題もありうる（メタ政策・メタシステム）
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自治労アンケート：発生理由
住
民
の
権
利
意
識
の
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ま
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待
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民
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視
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書
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手
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ス
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務
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力
低
下
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よ
る
サ
ー
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ス
の
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化

慢
性
的
な
職
員
不
足

そ
の
他

無
回
答

総計 37.6 54.1 37.9 35.6 20.8 61.1 4.9 13.2 3.0 1.1
住民票・税金・国民年金・国保 32.9 48.1 35.1 43.0 29.8 62.6 4.3 13.3 2.5 0.6
生活保護 41.4 60.0 38.1 35.2 13.9 63.1 4.1 12.0 3.9 1.0
福祉行政 38.5 56.7 32.7 34.1 25.0 62.4 4.1 9.8 4.2 0.8
児童相談所 39.0 50.6 26.0 31.2 10.4 68.8 3.9 18.2 3.9 2.6
清掃関係 38.3 54.9 48.9 39.6 9.5 55.5 5.3 12.2 3.3 2.0
病院 37.6 55.8 41.8 18.6 11.7 57.2 9.6 24.2 4.5 1.7
保健所 36.1 61.1 32.3 32.0 22.5 65.8 3.2 13.9 2.8 0.6
保育所・児童館・幼稚園 33.6 53.7 36.9 24.5 10.1 61.6 4.5 15.8 3.0 2.8
図書館等行政管理施設 33.7 55.9 40.9 35.1 15.1 69.2 4.7 9.0 2.2 1.1
公共交通 50.3 53.0 57.8 38.8 2.8 68.8 3.3 7.4 1.6 0.5

出典：自治労（2021）
「職場における迷惑行
為、悪質クレームに関
する調査」報告書、45
ぺージを筆者修正
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対策の多様性
山谷（2024）
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明石市：地域安全対策課の組織的対応

• 組織：総務局総合安全対策室と警察の連携
• 室内に地域安全対策課の設置

• 課長1名（兵庫県警からの出向者）と職員1名＋他課との兼務員1名
• 制定当初は大規模研修（課長級以上の職員＋希望職員の計300名）5回、その他正規職員
に対して平成22年7~8月に7回実施

• 「明石市法令遵守の推進等に関する条例」（平成22年）
• もととなったのは公益通報者保護法（平成18年）＋不当要求行為等に関する規則
• 下位規定として「明石市要望、提案等及び不当要求行為の取扱いに関する規定」
（平成22年）

• 目的：「市民からの市政に対する要望、提案等に対して市の機関及び職員の適正な対応をルー
ル化することにより、市政をゆがめるような「働きかけ」を抑止し、市のコンプライアンスの
確保を図るとともに、透明で開かれた市政の運営と参画と協働の市政の実現」

70



明石市：地域安全対策課の組織的対応

【運用】
• 研修：コンプライアンス研修実施・コンプライアンス通信発行
• 不当要求行為等対策の段階

• 発生のおそれがある段階で職員が注意・警告
• 不当要求行為の認定→口頭・書面で注意・警告＋内容記録・上司へ報告
• 不当要求対策責任者は相手方に退去を命じ、警察に通報＋市長や委員会に報告

【特徴】
• 体系：上位のコンプライアンス条例と下位の不当要求行為等対策規程
• 対策室の担当者が庁内の各部署を巡回

• 些細な出来事でも相談・監視できるような心がけ→職員の安心感？
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明石市：地域安全対策課の組織的対応
【実際の運用と課題】
• 兵庫県警との連携

• 平成15年から出向制度が始まり、現職・OBあわせて22名が各職場に
• 対応ノウハウについては令和6年4月に配布

• 相手が帰らない
• 相手が「録音したい」と言った
• 机をたたく・ける

• 「なにかあればいつでも呼んでください」の対応
• 本人が呼べる状況になければ、周囲の人が呼んでくれるように
• それでも収まらなければ１１０番する

• 「なにが不当か」「こんなときにこうする」の浸透は課題
• 1つ1つ経験を積んでいくのが一番→判断のブレもなくなっていく

• 「行政オンブズマン」の制度も活用→最終手段？
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枚方市：コンプライアンス推進課の組織的対応

• 組織：コンプライアンス推進課
• 平成20年設置 庁内から不当要求含む各種相談 ←助言

• 庁内には6名の警察OB 不当要求対応員として
• 各部には「危機管理調整担当」を配置（次長の当て職）

• 部ごとでルールの明確化・対応方針の作成

• 「公正な職務の執行の確保及び倫理の保持に関する条例」（平成13年）
• きっかけは平成12年の市立病院での収賄、その後トップダウンで策定

• 「職務の執行に対する意見、要望等の記録等に関する条例」（平成18年）
• 文書でなされたもの以外の意見・要望をすべて記録、管理監督職員に回付→不適当であれば下記委
員会へ提出

• 以上2条例をもとに「不当行為調査等委員会」の設置
• 「不当行為と思料される行為に関する事項」、「公正な職務の執行の確保および倫理の保持に関す
る条例に違反すると思料される職員の行為に関する事項」、「公正な職務の執行の確保および倫理
の保持に関する企画、調査および研究に関する事項」、「職務の執行に対する意見、要望等に不適
当要求行為に該当する事由が含まれるかどうか」について調査審査
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事例からいえること
1.  「困ったときに呼べる人」は大事

• とにかくすぐ呼べる・気楽に呼べることが大事かも
2.  不当要求に関する事項・人員を担当する部署の存在

• 現場は普段の自分たちの業務だけで手一杯
• 「俯瞰的に見直す」余裕はない

3.  記録も大切
• どこでなにが起きているか蓄積できる→ポイント4

4. 浸透からの共通意識の形成
• なにが不当かの判断は、明確な基準というより積み重ね？
• 初期対応と中長期対応ではもちろん判断基準の重要さは異なる
→ポイント1
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「その場にいなかったオンブズマンと
しては実際のやりとりがわからないた
め判断することはできません」と述べ
つつ、「申立人の質問の内容が市の担
当者に正確に伝わらなかったことと係
長の対応が申立人に不快な思いをさせ
たことは間違いありません」

オンブズマンの回答

出典：札幌市オンブズマン（2020）「令和元年度活動状況報告書」、15ページ

おそらく職員から見たら「しつこいクレーマー」⇔市民から見たら「話しの通じない公務員」

仲介者の存在が、解決の一手段になることも
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自治体のカスハラ対策の目的と手段
目的：職員保護・業務・市民対応・公正・試行の5大別
• 職員保護：ハラスメント、人格保護、職場環境保全など

• 例）「職員の心身の健康を守る」（斑鳩町）「精神的苦痛の防止」（熊取町）
• 業務：業務・職務の遂行、職員の能力発揮など

• 「業務の支障を防ぐ」（吹田市）、「能力を十分発揮できるよう」（小牧市）
• 市民対応：適正な対応、より良いサービス、対応ルールなど

• 「他の市民への対応時間への影響を防ぐため」（札幌市）、「更なる行政サービス
の向上」（郡山市）

• 公正：コンプライアンス系
• 「事務事業を公正に執行する」（安芸高田市）

• 試行：実態調査、啓発など
• 実態把握や課題の抽出、周知と抑止など

山谷（2025） 79



自治体のカスハラ対策の目的と手段
手段：一言でいえば多様
• 条例：綾部市（公正な職務の執行の確保に関する条例）や松本市
（カスハラ防止条例検討中）など

• 要綱・規則・指針・マニュアルなど
• 小牧市、宇都宮市、和光市など

• ポスター：札幌市が有名
• 録音・録画・名札表記変更・研修：多数
• 相談窓口：あまり見られない→公表されていない？
• ハラスメント撲滅宣言：小牧市、鹿沼市、和光市など
• 職員アンケート実施：公開・非公開含め多数
• その他：警察や弁護士との連携、AIの導入（神奈川県）

山谷（2025） 80





東京都の議論過程から見えること
• 検討部会の目的：ルール作り
• 初期：実効性確保・基準の観点→線引き（≒カスハラの定義）
• しかし、線引きの話だけでは話はまとまらず
• （少なくとも）今回のルール作りで重要だと認識されたのは

• カスハラの言葉を広めること
• 防止の理念や責務を定めること
• 罰則を置かず、ガイドラインをはじめとする多様な手法で実効性を高
めること

• C to Bだけでなく、B to Bも（関係業者からのカスハラ）
• 加害・被害の理念・・・誰もが加害者になりうる
• 業界・企業自身がそれぞれ対策を定めること
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条例制定：東京都の場合

条例の内容
• 定義「顧客等から就業者に対し、その業務に関して行われる著し
い迷惑行為であって、就業環境を害するもの」

条例の特徴
①カスハラの禁止規定の明文化（罰則はなし）
• 「何人も、あらゆる場において、カスタマー・ハラスメントを行っては

ならない」
②カスハラの被害者・加害者の捉え方
• 範囲設定の広さ（教育実習、町内会、家内労働、インターンシップ、ボ

ランティアも）＋従業員が他所で加害者とならないよう措置
③東京都・業界団体・事業者の役割分担
• 次スライド参照 83



出典：東京都（2024: 22）

参考：東京都カスタマーハラスメント条例における役割分担
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